
 

 

香美市管理不全空家等及び特定空家等   

に対する措置の要否の判断マニュアル 

 

 

令和６年３月 

高知県香美市 

 



目 次 

 

はじめに ............................................................................... 1 

１ 空家等、管理不全空家等及び特定空家等の定義 ......................................... 2 

１.１ 空家等の定義 .................................................................. 2 

１.２ 管理不全空家等の定義 .......................................................... 2 

１.３ 特定空家等の定義 .............................................................. 2 

２ 空家等、管理不全空家等及び特定空家等の判断 ......................................... 3 

２.１ 空家等の判断 .................................................................. 3 

２.２ 管理不全空家等又は特定空家等の判断 ............................................ 3 

３ 措置を講ずるまでの判断 ............................................................. 4 

３.１ 行政の関与の要否の判断 ........................................................ 4 

３.２他の法令等に基づく諸制度との関係 ................................................ 4 

３.３措置の要否の判断 ................................................................ 4 

別表１ 管理不全空家等及び特定空家等の判断基準 ......................................... 5 

別表２ 管理不全空家等及び特定空家等に対する措置を講ずる際の判断基準 ................... 7 

 

 

  



 

1 

 

はじめに 

 

平成 26 年に制定された空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26 年法律第 127 号。以下「法」

という。）においては、空家等（法第２条第１項に規定する空家等をいう。以下同じ。）の所有者又は管

理者（以下「所有者等」という。）が、空家等の適切な管理について第一義的な責任を有することを前提

としつつ、法第４条第１項において、住民に最も身近な行政主体であり、個別の空家等の状況を把握す

ることが可能な立場にある市町村（特別区を含む。以下同じ。）が、地域の実情に応じた空家等に関する

対策の実施主体として位置付けられている。 

法に基づく空家等対策の基本的な考え方については、法第６条第１項に基づく空家等に関する施策を

総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針（平成 27 年２月 26日付け総務省・国土交通省告示第

１号。以下「基本指針」という。）により示されている。法に基づく空家等対策のうち、特に、特定空家

等（法第２条第２項に規定する特定空家等をいう。以下同じ。）については、法第 22 条各項において、

市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）が当該特定空家等の所有者等に対して講ずることができる

措置が規定されている。 

また、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律（令和５年法律第 50号。以下「改

正法」という。）により、適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当

することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等を管理不全空家等（法第 13 条第１項に規

定する管理不全空家等をいう。以下同じ。）と位置づけ、市町村長は同条各項の規定に基づき、管理不全

空家等の所有者等に対して指導及び勧告を行うことができることとなった。 

市町村長は、周辺の生活環境の保全を図るために必要があると認めるときは、速やかに管理不全空家

等及び特定空家等に対して、適切な措置を講ずべきであるが、これらの措置については、強い公権力の

行使を伴う行為が含まれることから、その措置に係る手続についての透明性及び適正性の確保が求めら

れるところである。 

このようなことから、国は、改正法の施行に伴い、同法による改正後の空家等対策の推進に関する特

別措置法（平成 26年法律第 127 号）第 22 条第 16項に基づく旧「「特定空家等に対する措置」に関する

適切な実施を図るために必要な指針」の全部を改正し、名称も「管理不全空家等及び特定空家等に対す

る措置に関する適切な実施を図るために必要な指針」（以下「ガイドライン」という。）と改められた。

このガイドラインは、管理不全空家等及び特定空家等の判断の基準等に加え、これらの空家等に対する

措置に係る手続について、参考となる一般的な考え方を示すものであり、各市町村においては、地域の

実情を反映しつつ、適宜固有の判断基準を定めることにより管理不全空家等及び特定空家等に対応する

ことが適当であるとされている。 

本マニュアルは、以上のことを踏まえて、本市における管理不全空家等及び特定空家等の判断をする

ための基準を定めるものである。 
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１ 空家等、管理不全空家等及び特定空家等の定義 

１.１ 空家等の定義 

空家等は、法第２条第１項において「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用が

なされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着するものを含む。）をい

う。」と定義されている。 

法第２条第１項にいう「建築物」とは建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第２条第１号の「建築

物」と同義であり、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するもの（これに類する構造

のものを含む。）、これに附属する門又は塀等をいう。また、外見上はいわゆる長屋等であっても、隣接

する住戸との界壁が二重となっているなど、それぞれの住戸が別個の建築物である場合には、同項のい

う建築物に該当する。 

法第２条第１項にいう「これに附属する工作物」とはネオン看板など門又は塀以外の建築物に附属す

る工作物が該当する。 

「居住その他の使用がなされていないこと」とは、人の日常生活が営まれていない、営業が行われて

いないなど当該建築物等を現に意図をもって使い用いていないことをいい、これが「常態である」とは、

建築物等が長期間にわたって使用されていない状態をいい、例えば概ね年間を通して建築物等の使用実

績がないことは１つの基準となると考えられる。 

 

１.２ 管理不全空家等の定義 

管理不全空家等は、法第 13 条第１項において、適切な管理が行われていないことによりそのまま放

置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等と定義されて

いる。 

 

１.３ 特定空家等の定義 

特定空家等は、空家等のうち、法第２条第２項において、下表の状態にあると認められる空家等と定

義されている。 

■ 特定空家等に該当する状態 

① そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

② そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

注１ 上記①又は②については、生命や身体への被害という重大な悪影響の可能性があることから、現に著しく保安上危険又は著し

く衛生上有害な状態の空家等のみならず、将来著しく保安上危険又は著しく衛生上有害な状態になることが予見される空家等も

含めて対象と判断できるものである。 

なお、「おそれのある状態」については、そのまま放置した場合の悪影響が社会通念上予見可能な状態を指すものであって、

実現性に乏しい可能性まで含む概念ではない。 

注２ 上記①から④までに示す状態は、例えば外壁が破損して剥落することにより保安上危険となるおそれのある空家等が地域の良

好な景観を阻害している場合のように、一件の特定空家等について複数の状態が認められることもあり得る。このことは、その

まま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態である管理不全空家等についても同様である。 
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２ 空家等、管理不全空家等及び特定空家等の判断 

２.１ 空家等の判断 

建築物又はこれに附属する工作物（以下「建築物等」という。）のうち「居住その他の使用がなされて

いないことが常態であるもの」を空家等と判断することとなる。 

「居住その他の使用がなされていないこと」とは、人の日常生活が営まれていない、営業が行われて

いないなど当該建築物等を現に意図をもって使い用いていないことをいうが、このような建築物等の使

用実態の有無については、法第９条第１項の調査を行う一環として、調査時点での建築物等の状況を基

に、建築物等の用途、建築物等への人の出入りの有無、電気・ガス・水道の使用状況及びそれらが使用

可能な状態にあるか否か、建築物等及びその敷地の登記記録並びに建築物等の所有者等の住民票の内容、

建築物等の適切な管理が行われているか否か、建築物等の所有者等によるその利用実績についての主張

等から客観的に判断する。 

また、「居住その他の使用がなされていない」ことが「常態である」とは、建築物等が長期間にわたっ

て使用されていない状態をいい、例えば概ね年間を通して建築物等の使用実績がないことは１つの基準

となると考えられる。 

 

２.２ 管理不全空家等又は特定空家等の判断 

空家等の物的状態が上記「１.３ 特定空家等の定義」の①から④までの各状態であるか否か、また、

そのまま放置すればこれらの各状態に該当することとなるおそれがあるか否かについて、別表１に掲げ

る判断基準を用いて管理不全空家等又は特定空家等の判断を行う。 
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３ 措置を講ずるまでの判断 

３.１ 行政の関与の要否の判断 

適切な管理が行われていない空家等に係る具体の事案を把握した場合、まず、当該空家等の状態やそ

の周辺の生活環境への悪影響の程度等を勘案し、私有財産たる当該空家等に対する措置について、行政

が関与すべき事案かどうか、その規制手段等に必要性及び合理性があるかどうかを判断する。 

 

３.２他の法令等に基づく諸制度との関係 

上記「３.１ 行政の関与の要否の判断」により、行政が関与すべき事案であると判断された場合、ど

のような根拠に基づき、どのような措置を講ずべきかを検討する。 

適切な管理が行われていない空家等に対しては、法に限らず、他法令により各法令の目的に沿って必

要な措置が講じられる場合が考えられる。また、状況によっては、措置の対象物ごとに異なる諸制度を

組み合わせて適用することも考えられる。 

各法令により、目的、講ずることができる措置の対象及び内容、実施主体等が異なることから、措置

の対象となる空家等について、その物的状態や悪影響の程度、危険等の切迫性等を総合的に判断し、手

段を選択する必要がある。なお、こうした他の法令等に基づく手段は、法に規定する空家等以外の建築

物等も対象になり得るため、例えば、いわゆる長屋等の一部の住戸が空室となっている建築物等に対 

しても対応できる可能性がある。 

■ 他法令による措置（例示） 

法令 措置（例示） 

建築基準法 現に著しく保安上危険な既存不適格建築物に対する措置 

消防法（昭和 23 年法律第 186 号） 火災予防の観点からの措置 

道路法（昭和 27 年法律第 180 号） 立木等が道路に倒壊した場合に道路交通の支障を排除する観点からの

措置 

災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号） 災害が発生し、又はまさに災害が発生しようとしている場合に応急措

置を実施する観点からの措置 

災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号） 災害における障害物の除去の観点からの措置 

 

３.３措置の要否の判断 

空家等を管理不全空家等又は特定空家等として判断した後、法に基づき、これらの空家等に対する措

置を講ずるに当たっては、当該空家等の状態及び当該空家等が周辺の生活環境に及ぼし得る又は及ぼす

影響の程度に応じて適切な対応を行う。その判断に当たっては、必ずしも定量的な基準により一律に判

断することはなじまない。このため、管理不全空家等及び特定空家等に対する措置を講ずるか否かにつ

いては、別表２に掲げる判断基準を用いて総合的な判断を行う。 
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別表１ 管理不全空家等及び特定空家等の判断基準 
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別表２ 管理不全空家等及び特定空家等に対する措置を講ずる際の判断基準 
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